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8. 調査等の方法 

8.1 調査等の概要 

事業の内容から、環境影響評価の項目として選定した大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、

水循環、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物及

び温室効果ガスの13項目についての調査等の概要は、表8.1-1(1)～(5)に示すとおりである。 

表8.1-1(1) 調査等の概要 

項
目 調査事項 調査内容 

予 測 
評価の方法 

予測事項 予測の方法 

大
気
汚
染 

①大気質の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状
況 

④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の
状況 

⑦法令による基準等 

・既存資料調査 
大気質に係る最
新の資料を収集
し 、 整 理 を 行
う。 

 
・現地調査 
｢二酸化窒素に
係る環境基準に
ついて｣及び｢大
気の汚染に係る
環境基準につい
て｣等に定める
測定方法に準拠
する。 
自動車交通量
は、数取計（ハ
ンドカウンタ
ー）で車種別自
動車台数をカウ
ントする。 
 

工事の施行中 
・建設機械の稼働
に伴い発生する
二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質
の大気中におけ
る濃度 

・工事用車両の走
行に伴い発生す
る二酸化窒素及
び浮遊粒子状物
質の大気中にお
ける濃度 

 
工事の完了後 
・関連車両の走行

に伴い発生する
二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質
の大気中におけ
る濃度 

・駐車場の供用に
伴い発生する二
酸化窒素及び浮
遊粒子状物質の
大気中における
濃度 

・熱源施設の稼働
に伴い発生する
二酸化窒素の大
気中における濃
度 

 
※浮遊粒子状物質
については、自
動車及び建設機
械から直接排出
される一次生成
物質を対象とす
る。 

大気拡散式により
長期（年間）平均
濃度を予測する。 
・有風時 

：プルーム式 
・弱風・無風時 
 ：パフ式 
 
※予測条件のうち、
気象条件、バック
グラウンド濃度等
については、既存
のデータを利用す
る。 

｢二酸化窒素に係
る環境基準につい
て｣及び｢大気の汚
染に係る環境基準
について｣等を評
価の基準とし、環
境保全の措置等を
勘案して評価す
る。 
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表8.1-1(2) 調査等の概要 

項
目 調査事項 調査内容 

予 測 
評価の方法 

予測事項 予測の方法 

騒
音
・
振
動 

①騒音・振動の状況 
②土地利用の状況 
③発生源の状況 
④自動車交通量等の
状況 

⑤地盤及び地形の状
況 

⑥法令による基準等 
 

・既存資料調査 
騒音・振動に係
る最新の資料を
収集し、整理を
行う。 

 
・現地調査 
騒音は、｢騒音
に係る環境基準
について｣に定
め る 測 定 方 法
（JIS Z 8731）
に準拠する。 
振動は、｢振動
規 制 法 施 行 規
則｣に定める測
定方法（ JIS Z 
8735）に準拠す
る。 
地盤卓越振動数
は、「道路環境
影響評価の技術
手法（平成24年
度版）」に示さ
れる方法に準拠
する。 
自 動 車 交 通 量
は、数取計（ハ
ン ド カ ウ ン タ
ー）で車種別自
動車台数をカウ
ントする。 

 

工事の施行中 
・建設機械の稼働
に伴う建設作業
の騒音及び振動 

・工事用車両の走
行に伴う道路交
通の騒音及び振
動 

 
工事の完了後 
・関連車両の走行
に伴う道路交通
の騒音及び振動 

 

騒 
 

音 

建設機械の稼働
に伴う建設作業
の騒音について
は、日本音響学
会による建設工
事騒音の予測モ
デル（ ASJ CN-
Model 2007）に
より騒音レベル
の90％レンジの
上端値（LA5）を
予測する。 

｢環境確保条例｣に
定める「指定建設
作業に適用する騒
音の勧告基準」等
を評価の指標と
し、環境保全の措
置等を勘案して評
価する。 

工事用車両の走
行及び関連車両
の走行に伴う道
路交通の騒音に
ついては、日本
音響学会の予測
モデル(ASJ RTN- 
Model 2018)によ
り等価騒音レベ
ル（LAeq）を予測
する。 

｢騒音に係る環境
基準｣を評価の指
標とし、環境保全
の措置等を勘案し
て評価する。 

振 
 

動 
 

建設機械の稼働
に伴う建設作業
の振動について
は、伝搬理論式
により振動レベ
ルの80％レンジ
の上端値（L10）
を予測する。 

｢環境確保条例｣に
定める「指定建設
作業に適用する振
動の勧告基準」等
を評価の指標と
し、環境保全の措
置等を勘案して評
価する。 

工事用車両の走
行及び関連車両
の走行に伴う道
路交通の振動に
ついては、｢道
路環境影響評価
の技術手法（平
成 24年度版）｣
に示される計算
式により振動レ
ベルの80％レン
ジ の 上 端 値
（L10）を予測す
る。 

｢環境確保条例｣に
定める｢日常生活
等に適用する規制
基準｣を評価の指
標とし、環境保全
の措置等を勘案し
て評価する。 
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表8.1-1(3) 調査等の概要 

項
目 調査事項 調査内容 

予 測 
評価の方法 

予測事項 予測の方法 

土
壌
汚
染 

 

①土地利用の履歴等
の状況 

②土壌汚染の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 
⑤法令による基準等 

・既存資料調査 
土壌汚染に係る
資料を収集し、
整理を行う。 

工事の施行中 
・汚染土壌の掘

削・移動等に伴
う土壌の影響の
内容及び程度 

土地利用の履歴等
を 基 に 、 施 工 計
画、環境保全のた
め の 措 置 を 踏 ま
え、土壌に及ぼす
影響を予測する。 

｢新たな地域に土
壌汚染を拡散させ
ないこと｣を評価
の指標とし、環境
保全の措置等を勘
案して評価する。 

地 
 

盤 
 

①地盤の状況 
②地下水の状況 
③地盤沈下又は地盤
の変形の状況 

④土地利用の状況 
⑤法令による基準等 

・既存資料調査 
地盤に係る最新
の 資 料 を 収 集
し 、 整 理 を 行
う。 

・現地調査 
ボーリング調査
並びに地下水位
観 測 井 を 設 置
し、地下水位観
測を行う。 

工事の施行中 
・掘削工事に伴う

地盤の変形の範
囲及び変形の程
度 

施工計画及び現地
調査結果を基に、
地盤の変形の範囲
及び変形の程度を
定 性 的 に 予 測 す
る。 

｢地盤沈下又は地
盤の変形により周
辺の建築物等に影
響を及ぼさないこ
と｣を評価の指標
とし、環境保全の
措置等を勘案して
評価する。 

工事の施行中 
・掘削工事に伴う

地下水の水位及
び流況の変化に
よる地盤沈下の
範囲及びの程度 

施工計画、建築計
画及び現地調査結
果を基に、地下水
の水位及び流況の
変化による地盤沈
下の範囲及び程度
を定性的に予測す
る。 

工事の完了後 
・地下構造物の存

在等に伴う地下
水の水位及び流
況の変化による
地盤沈下の範囲
及び程度 

水
循
環 

 

①地下水、湧水、地表
面流出水等の状況 

②気象の状況 
③地形・地質、土質
の状況 

④水利用の状況 
⑤植生の状況 
⑥土地利用の状況 
⑦法令による基準等 

・既存資料調査 
水循環に係る最
新の資料を収集
し 、 整 理 を 行
う。 

・現地調査 
ボーリング調査
並びに地下水位
観 測 井 を 設 置
し、地下水の状
況を把握する。 

工事の施行中 
・掘削工事に伴う
地下水の水位及
び流況の変化の
程度 

施工計画、建築計
画及び現地調査結
果を基に、地下水
の水位及び流況の
変化の程度を定性
的に予測する。 

｢地下水等の状況
に著しい影響を及
ぼさないこと｣、
｢東京都雨水浸透
指針｣、｢品川区雨
水流出抑制施設の
設置に関する指導
要綱｣において設
定している雨水流
出抑制に関する目
標を評価の指標と
し、環境保全の措
置等を勘案して評
価する。 

工事の完了後 
・地下構造物の存

在等による地下
水の水位及び流
況の変化の程度 

工事の完了後 
・土地の改変に伴

う地表面流出量
の変化の程度 

建築計画を基に、
地表面流出量の変
化の程度を予測す
る。 

 
日 
 

影 

①日影の状況 
②日影が生じること
による影響に特に
配慮すべき施設等
の状況 

③既存建築物等の状
況 

④地形の状況 
⑤土地利用の状況 
⑥法令による基準等 

・既存資料調査 
日影に係る最新
の 資 料 を 収 集
し 、 整 理 を 行
う。 

・現地調査 
天空写真の撮影
による方法とす
る。 

 

工事の完了後 
・冬至日における

日影の範囲、日
影となる時刻、
時間数等の日影
の状況の変化の
程度 

計画建築物による
冬至日の 8～ 16時
（真太陽時）の時
刻別日影図及び等
時間日影図をコン
ピュータにより計
算・作図すること
により予測する。 

｢東京都日影によ
る中高層建築物の
高さ制限に関する
条例｣に定める基
準を評価の指標と
し、環境保全の措
置等を勘案して評
価する。 
 工事の完了後 

・日影が生じるこ
とによる影響に
特に配慮すべき
施設等における
日影となる時
刻、時間数等の
日影の状況の変
化の程度 

現況の天空写真と
計 画 建 築 物 の 射
影、太陽軌道を合
成した天空写真を
作成することによ
り予測する。 
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表8.1-1(4) 調査等の概要 

項
目 調査事項 調査内容 

予 測 
評価の方法 

予測事項 予測の方法 

電
波
障
害 

 

①テレビ電波の受信
状況 

②テレビ電波の送信
状況 

③高層建築物及び住
宅等の分布状況 

④地形の状況 

・既存資料調査 
テレビ電波障害
に係る最新の資
料を収集し、整
理を行う。 

・現地調査 
｢建造物による
テレビ受信障害
調査要領｣に定
める方法に準拠
する。 

工事の完了後 
・計画建築物等の

設置によるテレ
ビ電波の遮へい
障害及び反射障
害 

電波障害予測計算
式によりテレビ電
波の受信障害の範
囲を予測する。 

｢テレビ電波の受
信障害を起こさな
いこと｣を評価の
指標とし、環境保
全の措置等を勘案
して評価する。 

風
環
境 

①地域の風の状況 
②風の影響に特に配
慮すべき施設の状
況 

③風環境について考
慮すべき建築物等
の状況 

④地形の状況 
⑤土地利用の状況  

・既存資料調査 
風環境に係る最
新の資料を収集
し 、 整 理 を 行
う。 

 

工事の完了後 
・平均風向、平均
風速及び最大風
速等の突風の状
況並びにそれら
の変化する地域
の範囲及び変化
の程度 

模型を用いた風洞
実験による方法に
より予測する。 

｢風工学研究所の
提案による風環境
評価基準｣等を評
価の指標とし、環
境保全の措置等を
勘案して評価す
る。 

景 
 
観 

①地域景観の特性 
②代表的な眺望地点
及び眺望の状況 

③圧迫感の状況 
④土地利用の状況 
⑤都市の景観の保全
に関する方針等 

⑥法令による基準等 
 

・既存資料調査 
景観に係る最新
の 資 料 を 収 集
し 、 整 理 を 行
う。 

・現地調査 
代表的な地点に
おける景観の状
況を写真撮影に
より把握する。 
 

工事の完了後 
・主要な景観の構
成要素の改変の
程度及びその改
変による地域景
観の特性の変化
の程度 

・代表的な眺望地
点からの眺望の
変化の程度 

・圧迫感の変化の
程度 

計画建築物による
地域景観の特性の
変化を対象事業の
種類及び規模、地
域景観の特性等を
考慮し、定性的に
予測する。また、
眺望の変化及び圧
迫感の変化の程度
を完成予想図（フ
ォ ト モ ン タ ー ジ
ュ）、天空写真等
の作成により予測
する。 

｢品川区景観計画｣
等に定める景観の
方針や｢圧迫感の
軽減を図ること｣
を評価の指標と
し、環境保全の措
置等を勘案して評
価する。 
 

史
跡
・
文
化
財 

①文化財の状況 
②埋蔵文化財包蔵地
の状況 

③法令による基準等 

・既存資料調査 
史跡・文化財に
係る最新の資料
を収集し、整理
を行う。 

工事の施行中 
・埋蔵文化財包蔵

地の改変の程度 

施工計画を基に、
埋蔵文化財包蔵地
の改変の程度を把
握し、予測する。 

「文化財保護法」
等に定める現状変
更の制限、発掘等
に関する規定を評
価の指標とし、環
境保全の措置等を
勘案して評価す
る。 

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

①主要な自然との触
れ合い活動の場の
状況 

②地形等の状況 
③土地利用の状況 
④自然との触れ合い
活動の場に係る計
画等 

⑤法令による基準等 

・既存資料調査 
自然との触れ合
い活動の場に係
る最新の資料を
収集し、整理を
行う。 
 

工事の完了後 
・事業により創出
される自然との
触れ合い活動の
場による機能の
変化の程度 

事業計画を基に、
事業により創出さ
れる自然との触れ
合い活動の場によ
る機能の変化の程
度を予測する。 

東京都及び品川区
が定めた計画等の
中で設定している
自然との触れ合い
活動の場に関する
目標、方針等を評
価の指標とし、環
境保全の措置等を
勘案して評価す
る。 
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表8.1-1(5) 調査等の概要 

項
目 調査事項 調査内容 

予 測 
評価の方法 

予測事項 予測の方法 

廃
棄
物 

①建設発生土の状況 
②特別管理廃棄物の

状況 
③廃棄物の処理の状

況 
④法令による基準等 

・既存資料調査 
廃棄物に係る最
新の資料を収集
し 、 整 理 を 行
う。 

工事の施行中 
・建設工事に伴う

建設発生土及び
建設廃棄物の排
出量、再資源化
量、再利用量及
び処理・処分の
方法 

 

計画建築物の建設
に伴って発生する
廃棄物の排出量、
再資源化量、再利
用量及び処理・処
分 の 方 法 を 検 討
し、予測する。 

｢廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律｣、「建設工事
に係る資材の再資
源化等に関する法
律」、「東京都廃
棄物条例」及び
｢品川区廃棄物の
処理及び再利用に
関する条例」に示
される事業者の責
務、「東京都建設
リサイクル推進計
画｣及び｢品川区一
般廃棄物処理基本
計画｣に示される
目標値を評価の指
標とし、環境保全
の措置等を勘案し
て評価する。 

工事の完了後 
・施設の供用に伴
う 廃 棄 物 の 種
類、排出量、再
資源化量、再利
用量及び処理・
処分の方法 

施設の供用に伴っ
て発生する廃棄物
の種類、排出量、
再資源化量、再利
用量及び処理・処
分 の 方 法 を 検 討
し、予測する。 

温
室
効
果
ガ
ス 

①原単位の把握 
②対策の実施状況 
③地域内のエネルギ
ー資源の状況 

④温室効果ガスを使
用する設備機器の
状況 

⑤法令による基準等 

・既存資料調査 
温室効果ガスに
係る最新の資料
を収集し、整理
を行う。 

工事の完了後 
・施設の供用に伴
う環境への温室
効果ガスの排出
量又はエネルギ
ーの使用量の程
度及びそれらの
削減の程度（住
宅部分は除く） 

排出量原単位や類
似施設の事例から
本事業に伴う温室
効果ガスの排出量
を算出することに
より予測する。ま
た、同時に削減可
能性の程度を把握
する。 

｢地球温暖化対策
の推進に関する法
律｣、「環境確保
条例」及び｢東京
都建築物環境配慮
指針｣に示される
事業者の責務等を
評価の指標とし、
環境保全の措置等
を勘案して評価す
る。 
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8.2 項目別の調査等の方法 

8.2.1 大気汚染 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-1に示すとおりである。 

表8.2-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気質の状況 

②気象の状況 

③地形及び地物の状況 

④土地利用の状況 

⑤発生源の状況 

⑥自動車交通量等の状況 

⑦法令による基準等 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両

の走行、並びに工事の完了後における関連車両の走

行、駐車場の供用及び熱源施設の稼働に伴い発生する

排出ガスにより大気質に影響を及ぼすおそれがあるこ

とから、計画地及びその周辺について左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-2（既存資料調査）及び表8.2-3（現地調査）に、現地調査地点は、図

8.2-1に示すとおりである。 

表8.2-2 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①大気質の状況 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

計画地及び

その周辺 

・｢大気汚染測定結果ダウンロード｣ 

（東京都） 

・｢大気汚染調査｣（品川区） 

最新の資

料を参考

とする。 

②気象の状況 

・風向･風速 

 

・｢気象統計情報｣（気象庁） 

・｢大気汚染測定結果ダウンロード｣ 

（東京都） 

③地形及び地物の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

④土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑤発生源の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

⑥自動車交通量等の状況 ・｢道路交通センサス一般交通量調査結果｣ 

（東京都） 

⑦法令による基準等 ・｢環境基本法｣ 

・｢大気汚染防止法｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 
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表8.2-3 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①大気質の状況 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

計画地及びその周辺の土地利

用状況を踏まえ、一般環境大

気については計画地及びその

周辺の大気条件を代表すると

考えられる1地点とする。道路

沿道大気については工事用車

両、関連車両の走行ルート上

の8地点とする。（図8.2-1参

照） 

・一般環境大気：1地点（公定

法による二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質測定、簡易法

（PTIO法）による二酸化窒素

測定） 

・道路沿道大気：8地点（簡易

法（PTIO法）による二酸化窒

素測定） 

一般環境大気（公

定法、PTIO法）に

ついては四季ごと

に 7日間連続調査

を実施する。道路

沿 道 大 気 （ PTIO

法）についても四

季に 7日間連続調

査を実施する。 

 

 

｢大気の汚染に係る環境

基準について｣及び｢二

酸化窒素に係る環境基

準について｣に定める測

定方法（公定法）、窒

素酸化物簡易測定（PTIO

法） 

②気象の状況 

・風向・風速 

 

計画地及びその周辺の気象条

件を代表すると考えられる1地

点とする。（図8.2-1参照） 

・地上気象：1地点 

大気質調査と同時

に実施する。 

 

｢ 地上 気象 観 測指 針 ｣

（平成 14年 3月  気象

庁）に定める方法に準

拠 

⑥自動車交通量等

の状況 

 

計画地周辺の車両の主な走行

経路を対象とする。（図8.2-1

参照） 

・断面交通量：8地点 

平均的な交通状況

を示すと考えられ

る 適 切 な 時 期 と

し、平日・休日の

1日 24時間連続調

査を実施する。 

数取計（ハンドカウンタ

ー）で車種別方向別自動

車台数をカウントし、1

時間毎に記録する。 

注) 窒素酸化物簡易測定（PTIO法）：有機酸化剤PTIOを一酸化窒素酸化剤として用いて一酸化窒素と二酸化窒素

を同時測定する、窒素酸化物簡易測定法。 
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図8.2-1 大気質・気象調査地点 

(地点 A：公定法) 

(№1～№8：簡易法) 

(地点 A：公定法、簡易法) 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-4に示すとおりである。 

表8.2-4 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

建設機械の稼働に

伴い発生する二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質の大気中

における濃度 

建設機械の稼

働による影響

が最大となる

時点とする。 

予想される最大着

地濃度を含む範囲

とする。 

大気拡散式により

長期（年間）平均

濃度を予測する。 

・有風時：プルー

ム式 

・弱風・無風時：

パフ式 

 

※ 予 測 条 件 の う

ち、気象条件、バ

ックグラウンド濃

度等については、

東京管区気象台や

大気汚染常時監視

測定局の既存のデ

ータを利用する。 

現況調査及び予

測 結 果 に 基 づ

き 、 地 域 の 特

性、環境保全の

措置及び以下に

示す指標を勘案

して評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢二酸化窒素

に係る環境基

準について ｣

に定める基準 

・｢大気の汚染

に係る環境基

準について ｣

に定める基準 

工事用車両の走行

に伴い発生する二

酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の大気

中における濃度 

工事用車両の

走行による影

響が最大とな

る 時 点 と す

る。 

工事用車両の主な

走行ルート上の5

地点（№1,№3～

5,№8）及び道路

境界から100m程度

の範囲とする。 

工

事

の

完

了

後 

関連車両の走行に

伴い発生する二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質の大気中

における濃度 

施設の供用が

通常状態に達

した時点とす

る。 

関連車両の主な走

行ルート上の8地

点（№1～8）及び

道路境界から100m

程度の範囲とす

る。 

駐車場の供用に伴

い発生する二酸化

窒素及び浮遊粒子

状物質の大気中に

おける濃度 

施設の供用が

通常状態に達

した時点とす

る。 

予想される最大着

地濃度を含む範囲

とする。 

 

熱源施設の稼働に

伴い発生する二酸

化窒素の大気中に

おける濃度 

施設の供用が

通常状態に達

した時点とす

る。 

予想される最大着

地濃度を含む範囲

とする。 

 

注）浮遊粒子状物質については、建設機械及び自動車の排気管より排出される粒子状物質（一次生成物質）のみを

予測の対象とする。 
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8.2.2 騒音・振動 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-5に示すとおりである。 

表8.2-5 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①騒音・振動の状況 

②土地利用の状況 

③発生源の状況 

④自動車交通量等の状況 

⑤地盤及び地形の状況 

⑥法令による基準等 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両

の走行、並びに工事の完了後における関連車両の走行

に伴う騒音及び振動が、計画地周辺の生活環境に影響

を及ぼすおそれがあることから、計画地及びその周辺

について左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-6（既存資料調査）及び表8.2-7（現地調査）に、現地調査地点は、図

8.2-2に示すとおりである。 

表8.2-6 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①騒音・振動の状況 計画地及び

その周辺 

・｢自動車交通騒音・振動調査結果｣（東京都） 最新の資

料を参考

とする。 

②土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

③発生源の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

④自動車交通量等の状況 ・｢道路交通センサス一般交通量調査結果｣ 

（東京都） 

⑤地盤及び地形の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

⑥法令による基準等 ・｢環境基本法｣ 

・｢騒音規制法｣ 

・｢振動規制法｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 
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表8.2-7 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①騒音・振動の状況 

・一般環境騒音及び振動 

・道路交通騒音及び振動 

計画地及びその周辺の土

地利用状況を踏まえ、一

般環境騒音・振動につい

ては計画地及びその周辺

の騒音・振動状況を代表

すると考えられる1地点と

する。道路交通騒音・振

動については工事用車

両、関連車両の走行ルー

ト上の8地点とする。（図

8.2-2参照） 

・一般環境騒音・振動 

：1地点（計画地内） 

・道路交通騒音・振動 

：8地点（道路沿道） 

・一般環境騒音及び振動 

：調査日は、騒音及び

振動の状況が年間を

代表する平日・休日

の1日24時間連続とす

る。 

・道路交通騒音及び振動 

：調査日は、交通量が

年 間 を 代 表 す る 平

日・休日の1日24時間

連続とする。 

・騒音： 

｢騒音に係る環境基

準について｣に定め

る測定方法（JIS Z 

8731） 

 

・振動： 

｢振動規制法施行規

則｣に定める測定方

法（JIS Z 8735） 

④自動車交通量等の状

況 

計画地周辺の車両の主な

走行経路を対象とする。

（図8.2-2参照） 

・断面交通量：8地点 

騒音・振動測定と同時に

実施する。 

数取計（ハンドカウン

ター）で車種別方向別

自動車台数をカウント

し、1時間毎に記録す

る。 

⑤地盤及び地形の状況 

・地盤卓越振動数 

工事用車両、関連車両の

走行ルート上の8地点とす

る。 

・地盤卓越振動数：8地点

（道路沿道） 

騒音・振動測定と同時に

1回実施する。 

「道路環境影響評価の

技術手法（平成24年度

版）」に示される方法 
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図8.2-2 騒音・振動調査地点 



- 96 - 

(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-8に示すとおりである。 

表8.2-8 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

建設機械の

稼働に伴う

建設作業の

騒音及び振

動 

建設機械の稼

働による影響

が最大となる

時点とする。 

騒音は計画

地の敷地境

界から200m

程度、振動

は計画地の

敷地境界か

ら100m程度

の範囲とす

る。予測地

点は、計画

地の敷地境

界とする。 

騒音 

：日本音響学会式（ASJ 

CN-Model 2007）により

騒音レベルの90％レン

ジの上端値（LA5）を予

測する。 

振動 

：伝搬理論式により振

動レベルの80％レンジ

の上端値（L10）を予測

する。 

現況調査及び予測結果に

基づき、地域の特性、環

境保全の措置及び以下に

示す指標を勘案して評価

する。 

 

＜評価の指標＞ 

騒音： 

「騒音規制法」に定める

「特定建設作業に係る騒

音の基準」及び｢環境確保

条例｣に定める｢指定建設

作業に係る騒音の基準｣に

定める基準 

振動： 

「振動規制法」及び｢環境

確保条例｣に定める｢指定

建設作業に係る振動の基

準｣に定める基準 

工事用車両

の走行に伴

う道路交通

の騒音及び

振動 

工事用車両の

走行による影

響が最大とな

る 時 点 と す

る。 

工事用車両

の主な走行

ルート上の

5地点（№

1,№ 3～ 5,

№ 8）とす

る。（道路

構造、交通

量、地形、

土地利用等

を勘案して

設定） 

騒音 

：日本音響学会式（ASJ 

RTN-Model 2018）によ

り 等 価 騒 音 レ ベ ル

（LAeq）を予測する。 

振動 

：｢道路環境影響評価の

技術手法（平成24年度

版）｣に示される計算式

により、振動レベルの

80％ レ ン ジ の 上 端 値

（L10）を予測する。 

現況調査及び予測結果に

基づき、地域の特性、環

境保全の措置及び以下に

示す指標を勘案して評価

する。 

 

＜評価の指標＞ 

騒音： 

｢騒音に係る環境基準につ

いて｣に定める基準 

振動： 

｢環境確保条例｣における

｢日常生活等に適用する規

制基準｣に定める基準 

工

事

の

完

了

後 

関連車両の

走行に伴う

道路交通の

騒音及び振

動 

施設の供用が

通常状態に達

した時点とす

る。 

関連車両の

主な走行経

路上の 8地

点（№ 1～

8 ） と す

る。（道路

構造、交通

量、地形、

土地利用等

を勘案して

設定） 

騒音 

：日本音響学会式（ASJ 

RTN-Model 2018）によ

り 等 価 騒 音 レ ベ ル

（LAeq）を予測する。 

振動 

：｢道路環境影響評価の

技術手法（平成24年度

版）｣に示される計算式

により、振動レベルの

80％ レ ン ジ の 上 端 値

（L10）を予測する。 

現況調査及び予測結果に

基づき、地域の特性、環

境保全の措置及び以下に

示す指標を勘案して評価

する。 

 

＜評価の指標＞ 

騒音： 

｢騒音に係る環境基準につ

いて｣に定める基準 

振動： 

｢環境確保条例｣における

｢日常生活等に適用する規

制基準｣に定める基準 
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8.2.3 土壌汚染 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-9に示すとおりである。 

表8.2-9 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土地利用の履歴等の状況 

②土壌汚染の状況 

③土地利用の状況 

④発生源の状況 

⑤法令による基準等 

計画地内の南側の一部に形質変更時要届出区

域が指定されており、本事業の実施により、

土壌に影響を及ぼすおそれがあることから、

計画地及びその周辺について、左記の事項に

係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-10（既存資料調査）に示すとおりである。 

表8.2-10 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①土地利用の履歴等の状

況 

計画地及び

その周辺 

・｢旧版地形図｣（国土地理院） 

・｢公図｣ 

・｢登記簿｣ 

・｢住宅地図｣ 

・｢水質汚濁防止法に基づく特定施設に係る届

出の有無｣ 

旧版、最

新の資料

を参考と

する。 

②土壌汚染の状況 ・｢住宅地図｣ 

・｢東京都公報｣（東京都） 

③土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

④発生源の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑤法令による基準等 ・｢環境基本法｣ 

・｢土壌汚染対策法｣ 

・｢ダイオキシン類対策特別措置法｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-11に示すとおりである。 

表8.2-11 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

汚 染 土 壌 の 掘

削・移動等に伴

う土壌への影響

の内容及び程度 

工事の施行中

における掘削

工事の期間 

計 画 地 内 に

お い て 汚 染

さ れ た 土 壌

が 存 在 す る

可 能 性 が あ

る 区 域 及 び

その近傍 

土地利用の履歴等を基

に、施工計画、環境保

全のための措置を踏ま

え、土壌に及ぼす影響

を予測する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標を勘案して

評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

｢新たな地域に土壌

汚染を拡散させな

いこと｣ 
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8.2.4 地盤 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-12に示すとおりである。 

表8.2-12 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地盤の状況 

②地下水の状況 

③地盤沈下又は地盤の変形の状況 

④土地利用の状況 

⑤法令による基準等 

工事の施行中における施設の建設、工事の

完了後における建築物等の存在により、地

盤に影響を及ぼすおそれが考えられるた

め、計画地及びその周辺について左記の事

項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-13（既存資料調査）及び表8.2-14（現地調査）に、現地調査地点は、図

8.2-3に示すとおりである。 

表8.2-13 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①地盤の状況 計画地及び

その周辺 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都総合地盤図｣（東京都） 

最新の資

料を参考

とする。 ②地下水の状況 ・｢地盤沈下報告書｣（東京都） 

③地盤沈下又は地盤の変形

の状況 

・｢地盤沈下報告書｣（東京都） 

④土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット

提供サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑤法令による基準等 ・｢工業用水法｣ 

・｢建築物用地下水の採取の規制に関する

法律｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 

 

表8.2-14 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①地盤の状況 

 

図8.2-3に示す計画地内の

2地点とする。 

地盤の状況を把握できる

適切な時期とする。 

ボーリング調査による

方法とする。 

②地下水の状況 年間を通した地下水の状

況を適切に把握できる期

間とする。 

地下水位観測井を設置

し、地下水位の測定が

可能な深度で自記式地

下水位計による連続観

測を行う。 
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図8.2-3 地盤調査地点 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-15に示すとおりである。 

表8.2-15 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

掘削工事に伴う

地盤の変形の範

囲及び変形の程

度 

工事の施行中

における掘削

深さが最大と

なる時点 

計 画 地 及 び

その周辺 

施工計画及び現地調査

結果を基に、地盤の変

形の範囲及び変形の程

度を定性的に予測す

る。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標を勘案して

評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・地盤沈下又は地

盤の変形により

周辺の建築物等

に影響を及ぼさ

ないこと。 

 

掘削工事に伴う

地下水の水位及

び流況の変化に

よる地盤沈下の

範囲及び程度 

工事の施行中

における掘削

深さが最大と

なる時点 

施工計画及び現地調査

結果を基に、地下水の

水位及び流況の変化に

よる地盤沈下の範囲及

び程度を定性的に予測

する。 

工

事

の

完

了

後 

地下構造物の存

在等に伴う地下

水の水位及び流

況の変化による

地盤沈下の範囲

及び程度 

工事完了後の

地盤の状況が

安定した時点 

計 画 地 及 び

その周辺 

建築計画及び現地調査

結果を基に、地下水の

水位及び流況の変化に

よる地盤沈下の範囲及

び程度を定性的に予測

する。 
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8.2.5 水循環 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-16に示すとおりである。 

表8.2-16 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地下水、湧水、地表面流出

水等の状況 

②気象の状況 

③地形・地質、土質等の状況 

④水利用の状況 

⑤植生の状況 

⑥土地利用の状況 

⑦法令による基準等 

工事の施行中における施設の建設、工事

の完了後における建築物等の存在等によ

り、地下水の水位又は流況の変化及び地

表面流出量の変化が考えられることか

ら、計画地及びその周辺について左記の

事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-17（既存資料調査）及び表8.2-18（現地調査）に、現地調査地点は、図

8.2-3に示すとおりである。 

表8.2-17 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①地下水、湧水、地表面

流出水等 

計画地及び

その周辺 

・｢都内の地下水揚水の実態｣（東京都） 

・｢東京の揚水｣（東京都） 

・「水とみどりの基本計画・行動計画」 

（品川区） 

最新の資

料を参考

とする。 

②気象の状況 ・｢気象統計情報｣（気象庁） 

③地形・地質、土質等の

状況 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都総合地盤図｣（東京都） 

④水利用の状況 ・｢都内の地下水揚水の実態｣（東京都） 

⑤植生の状況 ・｢現存植生図｣（東京都） 

⑥土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑦法令による基準等 ・｢工業用水法｣ 

・｢建築物用地下水の採取の規制に関する法律｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 

・｢品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指

導要綱｣（品川区） 

 

表8.2-18 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①地下水の状況 図8.2-3に示す計画地内の

2地点とする。 

年間を通した地下水の状

況を適切に把握できる期

間とする。 

地下水位観測井を設置

し、地下水位の測定が

可能な深度で自記式地

下水位計による連続観

測を行う。 

③地形・地質、土質等の

状況 

地盤の状況を把握できる

適切な時期とする。 

ボーリング調査による

方法とする。 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-19に示すとおりである。 

表8.2-19 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

掘削工事に伴う

地下水の水位及

び流況の変化の

程度 

工事の施行中

における掘削

深さが最大と

なる時点 

計 画 地 及 び

その周辺 

施工計画、建築計画及

び現地調査結果を基

に、地下水の水位及び

流況の変化の程度を定

性的に予測する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標を勘案して

評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・地下水等の状況

に著しい影響を及

ぼさないこと。 

・｢東京都雨水浸透

指針｣、｢品川区

雨水流出抑制施

設の設置に関す

る指導要綱｣にお

いて設定している

雨水流出抑制に関

する目標 

工

事

の

完

了

後 

地下構造物の存

在等による地下

水の水位及び流

況の変化の程度 

工事完了後の地

下水の状況が安

定した時点 

土地の改変に伴

う地表面流出量

の変化の程度 

工事の完了後 計画地内 建築計画を基に、地表

面流出量の変化の程度

を予測する。 
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8.2.6 日 影 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-20に示すとおりである。 

表8.2-20 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①日影の状況 

②日影が生じることによる影響に

特に配慮すべき施設等の状況 

③既存建築物等の状況 

④地形の状況 

⑤土地利用の状況 

⑥法令による基準等 

計画建築物の存在により、計画地周辺に日影の影

響を及ぼすおそれがあることから、計画地及びそ

の周辺について左記の事項に係る調査が必要であ

る。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-21（既存資料調査）及び表8.2-22（現地調査）に、現地調査範囲は、図

8.2-4に示すとおりである。 

表8.2-21 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①日影の状況 計画建築物

からの日影

が予想され

る範囲 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢住宅地図｣ 

・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

最新の資

料を参考

とする。 

②日影が生じることによ

る影響に特に配慮すべ

き施設等の状況 

・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

・｢住宅地図｣ 

③既存建築物等の状況 ・｢建築統計年報｣（東京都） 

・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

・｢住宅地図｣ 

④地形の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

⑤土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑥法令による基準等 ・｢都市計画法｣ 

・｢建築基準法｣ 

・｢東京都日影による中高層建築物の高さの制

限に関する条例｣（東京都） 
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表8.2-22 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①日影の状況 

・主要な地点におけ

る日影の時刻及び

時間数 

公園、学校等の日影の影

響に特に配慮すべき施設

等を考慮し、日影が生じ

る計画地北側の5地点とす

る。 

No.1：しながわ中央公

園 

No.2：品川区役所駐車

場出入口近傍 

No.3：三ツ木保育園近

傍 

No.4：浅間台小学校近

傍 

No.5：二日市公園 

 

（図8.2-4参照） 

日影の状況を適切に把

握できる時期とする。 

現地踏査及び天空写真

の撮影による方法とす

る。 

 

(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-23に示すとおりである。 

表8.2-23 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

冬至日における

日影の範囲、日

影となる時刻、

時間数等の日影

の状況の変化の

程度 

計画建築物の

工事の完了後 

計 画 建 築 物

か ら の 日 影

が 予 想 さ れ

る範囲 

計画建築物による冬至

日の8～16時（真太陽

時）の時刻別日影図及

び等時間日影図をコン

ピュータにより計算・

作図することにより予

測する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標を勘案して

評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

｢東京都日影による

中高層建築物の高

さの制限に関する

条例｣に定める基準 

 

日影が生じるこ

とによる影響に

特に配慮すべき

施設等における

日 影 と な る 時

刻、時間数等の

日影の状況の変

化の程度 

計 画 地 近 傍

に お い て 日

影 の 影 響 に

特 に 配 慮 す

べ き 施 設 の

付 近 （ 現 地

調 査 地 点 に

準ずる） 

現況の天空写真と計画

建築物の射影、太陽軌

道を合成した天空写真

を作成することにより

予測する。 
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図8.2-4 日影調査地点 
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8.2.7 電波障害 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-24に示すとおりである。 

表8.2-24 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①テレビ電波の受信状況 

②テレビ電波の送信状況 

③高層建築物及び住宅等の分布状況 

④地形の状況 

計画建築物の存在により、計画地周辺にテ

レビ電波の受信状況に影響を及ぼすおそれ

があることから、計画地及びその周辺につ

いて左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-25（既存資料調査）及び表8.2-26（現地調査）に示すとおりである。 

表8.2-25 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

②テレビ電波の送信状況 

・地上デジタル波 

・衛星放送（BS・CS） 

計画地及び

その周辺 

・｢全国デジタルテレビジョン・FM・

ラジオ放送一覧｣（日本放送協会・日

本民間連盟監修・NHKアイテック編） 

最新の資

料を参考

とする。 

③高層建築物及び住宅等の分布状

況 

・｢建築統計年報｣（東京都） 

・｢住宅地図｣ 

④地形の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

 

表8.2-26 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①テレビ電波の受信状況 

 

計画建築物が電波の受

信状況に影響を及ぼす

と考えられる地域とす

る。調査地点は、調査

範囲内の状況を踏まえ

て設定する。 

 

電波障害の状況を

適切に把握できる

時期とする。 

テレビ電波の画質及び

強度は、｢建造物によ

るテレビ受信障害調査

要領（地上デジタル放

送）改訂版｣（平成22

年3月 社団法人日本

CATV技術協会）に定め

る方法に準拠する。 

受信形態については、

現地踏査等による。 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-27に示すとおりである。 

表8.2-27 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

計画建築物等の

設置によるテレ

ビ電波の遮へい

障害及び反射障

害 

計画建築物の

工事の完了後 

計画建築物によ

り障害を及ぼす

と推定される地

域及びその周辺

とする。 

電波障害予測計算

式によりテレビ電

波の受信障害の範

囲を予測する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す指標

を勘案して評価す

る。 

 

＜評価の指標＞ 

・テレビ電波の受

信障害を起こさ

ないこと。 
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8.2.8 風環境 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-28に示すとおりである。 

表8.2-28 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地域の風の状況 

②風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

③風環境について考慮すべき建築物等の

状況 

④地形の状況 

⑤土地利用の状況 

計画建築物の存在により、計画地周

辺の風環境に影響を及ぼすおそれが

あることから、計画地及びその周辺

について左記の事項に係る調査が必

要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-29（既存資料調査）及び表8.2-30（風洞実験）に示すとおりである。 

表8.2-29 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①地域の風の状況 計画地及び

その周辺 

・｢気象統計情報｣（気象庁） 最新の資

料を参考

とする。 

②風の影響に特に配慮す

べき施設の状況 

 

 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢建築統計年報｣（東京都） 

・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

・｢住宅地図｣ 

③風環境について考慮す

べき建築物等の状況 

 

 

④地形の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

⑤土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供

サービス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

 

表8.2-30 調査方法（風洞実験） 

調査事項 調査範囲・地点 実験方法 

① 地域の風の状況 

 

計画建築物が風環境に影響

を及ぼすと考えられる地域

とし、計画建築物の最高高

さの2～3倍程度の範囲（計

画地中心から約400m）とす

る。調査地点は、既存資料

調査結果を基に、不特定多

数の人が利用する歩道等を

踏まえて設定する。 

調査地域の現状の地形や建物状況を模型に

再現し、風洞装置を用いて上空の風向別

（16方位）に地上の風向、風速を求める風

洞実験による方法とする。 

 

※風洞実験で用いる地域の市街地上空風と

しての基準風は、既存のデータを利用す

る。 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-31に示すとおりである。 

表8.2-31 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

平均風向、平均

風速及び最大風

速等の突風の状

況並びにそれら

の変化する地域

の範囲及び変化

の程度 

計画建築物の

工事の完了後 

計画建築物により

風環境の影響が予

想される範囲とし

て、計画建築物の

最高高さの2～3倍

程度の範囲（計画

地の中心から約

400m）とする。    

予測地域の現状の

地形や建物状況を

模型に再現し、風

洞装置を用いて上

空の風向別（16方

位）に地上の風

向、風速を求める

風洞実験により予

測する。 

 

※風洞実験で用い

る地域の市街地

上空風としての

基準風は、既存

のデータを利用

する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標等を勘案し

て評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢風工学研究所の

提案による風環

境評価基準｣等 
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8.2.9 景 観 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-32に示すとおりである。 

表8.2-32 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地域景観の特性 

②代表的な眺望地点及び眺望の状況 

③圧迫感の状況 

④土地利用の状況 

⑤都市の景観の保全に関する方針等 

⑥法令による基準等 

計画建築物の存在により、景観に影

響を及ぼすおそれがあることから、

計画地及びその周辺について左記の

事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-33（既存資料調査）及び表8.2-34（現地調査）に、現地調査地点は、図

8.2-5及び図8.2-6に示すとおりである。 

表8.2-33 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①地域景観の特性 計画地及び

その周辺 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢建築統計年報｣（東京都） 

最新の資

料を参考

とする。 

②代表的な眺望地点

及び眺望の状況 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢航空写真｣ 

④土地利用の状況 ・｢東京都都市計画情報等インターネット提供サー

ビス｣（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣ 

（品川区） 

⑤都市の景観の保全

に関する方針等 

・｢東京都景観計画｣（東京都） 

・｢品川区景観計画｣（品川区） 

⑥法令による基準等 ・｢景観法｣ 

・｢東京都景観条例｣（東京都） 

・｢品川区景観条例｣（品川区） 
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表8.2-34 調査方法（現地調査） 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間等 調査（測定）方法 

①地域景観の特性 計画建築物が認知できる範囲とす

る。 

計画地周辺の景観

の状況を適切に把

握できる時期とす

る。 

現地踏査及び写真

撮影による方法と

する。 ②代表的な眺望地点

及び眺望の状況 

調査地点は、景観に影響を及ぼすと

予想される範囲内の不特定多数の人

の利用度や滞留度が高い場所等の代

表的な9地点とする。 

・近景域：4地点 

No.1：大井町駅前 

（南東約250m） 

 No.2：しながわ中央公園 

（西北西約400m） 

No.3：西の台公園 

（北北西約700m） 

No.4：二日市公園 

（北東約650m） 

・中景域：3地点 

No.5：荏原神社付近 

（北東約1,350m） 

No.6：鮫洲橋 

（東南東約1,350m） 

No.7：西大井広場公園 

（南西約1,050m） 

・遠景域：2地点 

No.8：新八ツ山橋 

（北北東約1,700m） 

No.9：都立京浜運河緑道公園 

（東南東約1,700m） 

 

（図8.2-5参照） 

③圧迫感の状況 調査地点は、計画地に接する道路の

反対側敷地境界付近、不特定多数の

人の利用度や滞留度が高い場所等の

代表的な6地点とする。 

No.1：しながわ中央公園 

No.2：品川区役所駐車場出入口近

傍 

No.3：浅間台小学校近傍 

No.4：大井町駅前交差点 

No.5：大井町駅前ロータリー 

No.6：品川区役所前交差点 

 

（図8.2-6参照） 
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  図8.2-5 景観調査地点 

  （代表的な眺望地点） 
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図8.2-6 景観調査地点（圧迫感） 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-35に示すとおりである。 

表8.2-35 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

主要な景観の構成要素

の改変の程度及びその

改変による地域景観の

特性の変化の程度 

計 画 建 築 物

の 工 事 の 完

了後 

現況調査

地域及び

調査地点 

対象事業の種類及び

規模、地域景観の特

性等を考慮し、定性

的に予測する。 

現況調査及び予測

結果に基づき、地

域の特性、環境保

全のための措置及

び以下に示す評価

の指標等を勘案し

て評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢品川区景観計

画｣等に定める景

観の方針 

・｢圧迫感の軽減を

図ること｣ 

代表的な眺望地点から

の眺望の変化の程度 

完成予想図（フォト

モンタージュ）の作

成により予測する。 

圧迫感の変化の程度 完成予想図（フォト

モンタージュ）の作

成及びそれを合成し

た天空図の作成によ

り形態率を算定する

方法等により予測す

る。 
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8.2.10 史跡・文化財 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-36に示すとおりである。 

表8.2-36 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①文化財の状況 

②埋蔵文化財包蔵地の状況 

③法令による基準等 

工事の施行中における施設の建設により、史

跡・文化財に影響を及ぼすおそれがあること

から、計画地及びその周辺について左記の事

項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-37（既存資料調査）に示すとおりである。 

表8.2-37 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①文化財の状況 計画地及び 

その周辺 

・｢国指定文化財等データベース｣（文化庁） 

・｢東京都文化財情報データベース｣ 

（東京都教育委員会） 

・｢品川区の指定文化財｣（品川区） 

最新の資

料を参考

とする。 

②埋蔵文化財包

蔵地の状況 

・｢東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス｣ 

（東京都教育委員会） 

③法令による基

準等 

・｢文化財保護法｣ 

・｢東京都文化財保護条例｣（東京都） 

・｢品川区文化財保護条例｣（品川区） 

 

(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-38に示すとおりである。 

表8.2-38 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

埋蔵文化財包

蔵地の改変の

程度 

計画建築物

の工事の施

行中 

計画地及

びその周

辺の埋蔵

文化財包

蔵地 

施工計画を基に、埋

蔵文化財包蔵地の改

変の程度を把握し、

予測する。 

現況調査及び予測結果に基づ

き、地域の特性、環境保全の

ための措置及び以下に示す評

価の指標などを勘案して評価

する。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢文化財保護法｣等に定める

現状変更の制限、発掘等に

関する規定 
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8.2.11 自然との触れ合い活動の場 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-39に示すとおりである。 

表8.2-39 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①主要な自然との触れ合い

活動の場の状況 

②地形等の状況 

③土地利用の状況 

④自然との触れ合い活動の

場に係る計画等 

⑤法令による基準等 

工事の完了後に本事業により創出される広場

及び緑地により、自然との触れ合い活動の場

の持つ機能に変化を与えることが考えられる

ことから、計画地及びその周辺について左記

の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、調査方法は、表8.2-40（既存資料調査）に示すとおりである。 

表8.2-40 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①主要な自然と

の触れ合い活

動の場の状況 

計画地及び 

その周辺 

・｢地形図｣（国土地理院） 

・｢航空写真｣ 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

最新の資

料を参考

とする。 

②地形等の状況 ・｢地形図｣（国土地理院） 

③土地利用の状

況 

・｢東京都都市計画情報等インターネット提供サービス｣ 

（東京都） 

・｢東京都土地利用現況図｣（東京都） 

・｢品川区統合型地図情報提供サービス｣（品川区） 

④自然との触れ

合い活動の場

に係る計画等 

・｢品川区まちづくりマスタープラン｣（品川区） 

・｢水とみどりの基本計画・行動計画｣（品川区） 

⑤法令による基

準等 

・｢東京における自然の保護と回復に関する条例｣ 

（東京都） 

・｢品川区みどりの条例｣（品川区） 

 

(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-41に示すとおりである。 

表8.2-41 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

事業により創

出される自然

との触れ合い

活動の場によ

る機能の変化

の程度 

施設の供用

が通常状態

に達した時

点とする。 

計画地及

びその周

辺の自然

との触れ

合い活動

の場 

事業計画を基に、事

業により創出される

自然との触れ合い活

動の場による機能の

変化の程度を予測す

る。 

現況調査及び予測結果に基づ

き、地域の特性、環境保全の

ための措置及び以下に示す評

価の指標等を勘案して評価す

る。 

 

＜評価の指標＞ 

・東京都及び品川区が定めた

計画等の中で設定している

自然との触れ合い活動の場

に関する目標、方針 
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8.2.12 廃棄物 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-42に示すとおりである。 

表8.2-42 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①建設発生土の状況 

②特別管理廃棄物の状況 

③廃棄物の処理の状況 

④法令による基準等 

本事業の実施により、工事の施行中の建設廃

棄物及び建設発生土の発生、施設の供用に伴

う一般廃棄物及び産業廃棄物の発生が考えら

れるため、計画地及びその周辺について左記

の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、調査方法は、表8.2-43（既存資料調査）に示すとおりである。 

表8.2-43 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①建設発生土の

状況 

計画地及び 

その周辺 

・施工計画に関する資料 最新の資

料を参考

とする。 
②特別管理廃棄

物の状況 

・施工計画に関する資料 

③廃棄物の処理

の状況 

・自治体の発行する資料 

④法令による基

準等 

・｢循環型社会形成推進基本法｣ 

・｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣ 

・｢資源の有効な利用の促進に関する法律｣ 

・｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣ 

・｢東京都廃棄物条例｣（東京都） 

・｢東京都資源循環・廃棄物処理計画｣（東京都） 

・｢東京都建設リサイクル推進計画｣（東京都） 

・｢品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」 

(品川区) 

・｢品川区一般廃棄物処理基本計画｣（品川区）  
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-44に示すとおりである。 

表8.2-44 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

施

行

中 

建設工事に伴

う建設発生土

及び建設廃棄

物の排出量、

再資源化量、

再利用量及び

処理・処分の

方法 

工事期間に

おける建設

廃棄物及び

建設発生土

が排出され

る時点また

は期間とす

る。 

計画地内 計画建築物の建設に

伴って発生する廃棄

物の排出量について

は、排出原単位から

推定する方法とし

て、再資源化量、再

利用量及び処理・処

分の方法を検討し、

予測する。 

現況調査及び予測結果に基づ

き、地域の特性、環境保全の

ための措置及び以下に示す評

価の指標等を勘案して評価す

る。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢廃棄物の処理及び清掃に関

する法律｣、「建設工事に係

る資材の再資源化等に関す

る法律」、「東京都廃棄物

条例」及び｢品川区廃棄物の

処理及び再利用に関する条

例」に示される事業者の責

務、「東京都建設リサイク

ル推進計画｣及び｢品川区一

般廃棄物処理基本計画｣に示

される目標値 

工

事

の

完

了

後 

施設の供用に

伴う廃棄物の

種 類 、 排 出

量、再資源化

量、再利用量

及び処理・処

分の方法 

施設の供用

が通常状態

に達した時

点とする。 

施設の供用に伴って

発生する廃棄物の種

類、排出量について

は、排出原単位から

推定する方法とし

て、再資源化量、再

利用量及び処理・処

分の方法を検討し、

予測する。 
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8.2.13 温室効果ガス 

(1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表8.2-45に示すとおりである。 

表8.2-45 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位の把握 

②対策の実施状況 

③地域内のエネルギー資源

の状況 

④温室効果ガスを使用する

設備機器の状況 

⑤法令による基準等 

工事の完了後において、施設の供用に伴う

環境への温室効果ガスの排出が考えられる

ため、計画地及びその周辺について左記の

事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査方法は、表8.2-46（既存資料調査）に示すとおりである。 

表8.2-46 調査方法（既存資料調査） 

調 査 事 項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①原単位の把握 計画地及び

その周辺 

・｢温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル｣ 

（環境省） 

・｢特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量

の算定に関する省令｣（環境省・経済産業省） 

・｢建築物エネルギー消費量調査報告書｣（一般社団法

人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

・｢東京都地球温暖化対策指針｣（東京都） 

・｢東京都☆省エネカルテ｣（東京都） 

最新の資

料を参考

とする。 

②対策の実施状況 ・｢建築物エネルギー消費量調査報告書｣（一般社団法

人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

・｢熱供給事業便覧｣（日本熱供給事業協会） 

③地域内のエネル

ギー資源の状況 

・｢地域冷暖房事業計画｣（東京都） 

・｢地域冷暖房区域指定一覧｣（東京都） 

・｢地域冷暖房区域区市別一覧｣（東京都） 

④温室効果ガスを

使用する設備機

器の状況 

・事業計画 

⑤法令による基準

等 

・｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣ 

・｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律｣ 

・｢建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律｣ 

・｢特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確

保等に関する法律｣ 

・｢環境確保条例｣（東京都） 

・｢地球温暖化対策計画｣（環境省） 

・｢東京都建築物環境配慮指針｣（東京都） 

・｢品川区地球温暖化対策地域推進計画｣（品川区） 
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(3) 予測及び評価の方法 

予測及び評価の方法は、表8.2-47に示すとおりである。 

表8.2-47 予測及び評価の方法 

予 測 事 項 予測対象時点 
予測地域 

予測地点 
予測の方法 評価の方法 

工

事

の

完

了

後 

施設の供用

に伴う環境

への温室効

果ガスの排

出量又はエ

ネルギーの

使用量の程

度及びそれ

らの削減の

程度 

施設の供用

が通常状態

に達した時

点 

計画地内 

（住宅部分

は除く） 

排出量の原単

位や類似施設

の事例から本

事業に伴う温

室効果ガスの

排出量を算出

することによ

り予測する。

また、同時に

削減可能性の

程度を把握す

る。 

現況調査及び予測結果に基づき、地

域の特性、環境保全のための措置及

び以下に示す評価の指標などを勘案

して評価する。 

 

＜評価の指標＞ 

・｢地球温暖化対策の推進に関する

法律｣、「環境確保条例」及び｢東

京都建築物配慮指針｣に示される

事業者の責務等 
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